
匝瑳市内循環バス運行改正案に対するパブリックコメントについて 

（募集結果） 

 

１ パブリックコメントの実施状況 

（１） 案件名   

匝瑳市内循環バス運行改正案 

（２） 意見の募集期間 

 平成２５年７月１８日から平成２５年８月１６日までの３０日間 

（３） 応募方法 

    匝瑳市ホームページの掲載分においては、ファクシミリ・メール・郵送

及び持参で、匝瑳市役所本庁舎玄関ロビーの行政資料コーナー・野栄総合

支所の玄関ロビーにおいては、紙ベースの資料とともに意見募集箱を設置

し、意見募集を実施しました。 

（４） 意見応募者及び件数 

    応募者１名、件数１件 

※住所・氏名が明記されていないご意見は、含まれていません。 

 

２ 意見の概要とその意見に対する市の考え方 

No． 意見の概要 回答（市の考え方） 

１ 午後２時から３時のバスがあると良い。 

バスは子供の療育のため週に２回、通院

等にも利用しています。 

自動車免許は持っていますが、バスの方

が子供も好きなので今までどおりある

と助かります。 

匝瑳市内循環バスは、学生や高

齢者等、いわゆる交通弱者の通

学・通院・買物など日常生活の交

通手段を確保することを主な目

的としており、通院についても利

用しやすいダイヤを設定してい

ます。 

今後もより利用しやすい市内

循環バスを目指し、ニーズの把握

に努めていきます。 

 

３ 匝瑳市内循環バス運行改正案の修正箇所 

  修正箇所はありません。 

資料１ 


